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１．開会 

【久保田会長】 

定刻ですので始めさせていただきます。今日はお集まりいただきまして、ありがとうございます。

第６回鎌倉市地域公共交通活性化協議会を始めさせていただきます。 

まず開会に当たりましていくつか事務局から報告・確認事項をお願いします。 

 

【事務局（小川課長補佐）】 

事務局の都市計画課、小川でございます。事務局のほうから何点かご報告・確認をさせていた

だきます。 

まず、本日の会議資料について確認させていただきます。「次第」、それから資料１として「鎌倉

市地域公共交通活性化協議会会員名簿」、資料２として第５回鎌倉市地域公共交通活性化協議

会議事録、資料３－１として地域公共交通計画（素案）概要版、資料３－２として地域公共交通計

画（素案）本編、資料３－３といたしまして「施策実施に係る関係主体」になります。そのほか、机の

上には出席者名簿、座席表を置かせていただいております。もしお手元にない資料がございまし

たら事務局の職員までお申しつけいただければと思います。 

続きまして、本日の出席状況についてご報告いたします。本日は、鎌倉市地域公共交通活性

化協議会につきまして、WEB によるご参加及び代理出席も含めまして 16 名の会員の皆様にご出

席いただいております。本日、WEBによりご参加いただいている会員につきましては、京浜急行バ

ス株式会社植田会員、神奈川県交通政策課廣野会員、以上２名となります。また、代理出席につ

いては、江ノ島電鉄株式会社自動車部課長𠮷川会員の代理として江ノ島電鉄株式会社自動車部

課長補佐の渡部様、藤沢土木事務所松田会員の代理として道路都市課長の小林様にご出席い

ただいております。 

なお、鎌倉警察署交通課長の大串会員、鎌倉市都市整備部の森、鎌倉市市民防災部の林、

鎌倉市健康福祉部の鷲尾、鎌倉市まちづくり計画部の服部につきましては事前に欠席の連絡を

頂いております。 

本日は、会員全 21 名中過半数以上の出席がありますので、鎌倉市地域公共交通活性化協議

会設置要綱第６条第２項の規定により当協議会が成立していることをご報告いたします。 

次に、本日の出席職員についてです。事務局につきましては、まちづくり計画部次長の井上、

都市計画課担当課長の大江のほか、都市計画課の職員により運営を行っております。また、令和

７年度鎌倉市地域公共交通計画策定支援業務委託の受注者であります株式会社日本能率協会

総合研究所の職員も出席していることをご報告いたします。 

次に、当協議会の運営について３点になります。 

１点目は、本日の会議資料の公開についてです。本日の会議資料につきましては特段非公開

とする部分はないと事務局で考えておりますが、その点についてご確認をお願いいたします。 

２点目は会議の傍聴についてです。市のホームページで傍聴者を募集したところ、１名の方か

ら申込みがありましたので傍聴をお認めすることを考えておりますが、この点についてご確認をお
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願いします。 

３点目は、当協議会の開催状況写真についてです。今後、ホームページや議会報告等のため、

当協議会開催状況の写真が必要となることが想定されるため、本日の協議会の途中に開催状況

の写真を撮影させていただき、使用させていただきたいと考えておりますので、この点の確認をお

願いいたします。 

以上３点についてご確認をお願いいたします。 

 

【久保田会長】 

会議資料は公開、傍聴、写真撮影は認めるということでよろしいでしょうか。 

それでは、傍聴の方、ご入室をお願いします。 

（傍聴者入室・着席） 

 

２．協議事項（鎌倉市地域公共交通計画策定に係る協議） 

（（１）鎌倉市地域公共交通計画（素案）について） 

【久保田会長】 

次第に沿って進めてまいります。 

まず「鎌倉市地域公共交通計画（素案）について」、事務局説明をお願いします。 

 

【事務局（井上次長）】 

まちづくり計画部次長の井上でございます。 

本日は皆様、お忙しい中お集まりいただきまして、ありがとうございます。そして、今回素案を策

定するに当たりまして、東日本旅客鉄道株式会社の若村様、湘南モノレール株式会社の小川様、

江ノ島電鉄株式会社の阿由葉様、神奈川中央交通株式会社の橋山様、本日ご欠席ですけれども、

株式会社江ノ電バスの𠮷川様、そして一般社団法人神奈川県タクシー協会の横山会長、そして

京急バスの植田様は本日Web参加になっていますけれども、ヒアリングをさせて頂きまして、施策

のブラッシュアップであったり様々なご意見を頂きましたことを改めてこの場を借りて御礼申し上げ

ます。 

それでは、素案のご説明をさせていただきたいと思います。 

資料３－２、素案の目次のところをまずご覧ください。鎌倉市地域公共交通計画の目次というこ

とで５章立てで策定をさせていただいております。 

第１章として地域公共交通計画の概要です。計画策定の背景であったり目的、区域、期間、位

置づけ、市の現況といったもので概要を説明させていただいております。 

第２章のところで、鎌倉市における公共交通の現状とそれに伴う課題を整理しております。 

第３章で、それを踏まえた計画の基本方針であったり目標、そして施策の方向性、これが今ま

で５分野で議論させていただきましたが、そういったものを施策の方向性といった形で記載をして

おります。 
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それぞれの目標であったり施策の方向性に基づく形で第４章に実施施策をそれぞれ記載をさ

せていただいております。 

そして、その施策でどういったものをやるのかということを記載した上で、その施策、計画を作る

だけでは意味がございませんので、それをどのように進捗管理をしていくかみたいな話であったり、

どうやって推進をしていくのか、推進体制みたいな話ですが、そういったものを第５章で整理をさせ

ていただいて、１章～５章で鎌倉市の地域公共交通計画とさせていただければと考えております。 

それでは、２ページをご覧ください。 

第１章、地域公共交通計画の策定の背景と目的というところでございますけれども、こちらは冒

頭ですので改めてお話しさせていただければと思います。 

本市においては、高齢化の進展や居住及び就業人口の変化などを背景に、移動需要の変化

やニーズの多様化等が進んでおります。また、現在進められている様々なまちづくり事業におけ

る新たな交通需要と鉄道、道路、駅前広場等の整備との連携や主要駅周辺における様々な交通

の輻輳による路線バスの走行環境阻害への対応、路線バスの運行が困難な地域における移動

手段の確保など、地域公共交通を取り巻く諸課題に対して適切に対応していくことが求められて

います。 

そして、昨今では自動車運転業務のタクシーやバスの人手不足が年々深刻化しておりまして、

公共交通サービスの維持・確保は全国的にも厳しさが増しております。一方で、在宅勤務のような

新しい生活様式の浸透を背景に利用者の減少が起きるなど地域公共交通の維持というところで

大きな影響が生じている中で、政府のほうにおいても全国的に路線バスの減便・廃線が続いてい

くような状況を憂慮し、交通空白の解消本部が立ち上げられて、地域の足を確保すべく公共ライド

シェア等の導入施策が推進されて、そういったものの解消に向けた取組が進められているところ

でございます。 

また、今後、ますます人口減少や高齢化の加速化が想定される状況下においては、持続可能

なまちづくりに向けた取組が一層重要になってきます。地域公共交通はその中でも最重要論点の

１つではありますけれども、そんな中でも交通不便地域等の存在において一部地域では路線バス

の減便・廃止が進んでしまっている状況です。こういった中で本市としては、地域公共交通の活性

化や再生に関する基本方針や目標などの方向性を示すことによって交通事業者の方々と一体と

なって、持続可能な地域公共交通環境の整備に取り組んでいくことは喫緊の課題となっていると

ころでございます。 

地域公共交通というのは、移動手段にとどまらず、地域内外の人々の交流の促進の役割を担

っているところでございますので、こういった鉄道や路線バス、タクシーなどの適切な運行によって

地域内の回遊性が高まることで、商業施設や公共施設へのアクセス性の向上であったり、住民の

社会参加の機会を広げて地域内外の来訪者との交流が生まれて、新たなにぎわいだったりコミュ

ニティの活性化にもつながってくるところでございます。高度成長期から続いた経済成長を前提と

したまちづくりから持続的なまちづくりへの転換期をまさに迎える中で、市民一人一人の幸せに対

しての価値観も変化していく中で、交流の手段の確保も重要になってくるところでございます。 
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こうしたことから、地域公共交通を取り巻く環境変化等を踏まえ、市域全体の持続可能な地域

公共交通環境を向上させ、地域の移動手段の確保、地域交流の促進に資する地域公共交通サ

ービスを実現するために、交通事業者や市民等の地域関係者と連携して鎌倉市地域公共交通計

画を策定いたします。 

計画区域は市全域を対象とします。 

計画期間は令和８年度から令和 12年度までの５年といたします。 

計画の位置は上位計画である鎌倉市総合計画、都市マスタープラン、現在改定作業を行って

いる交通マスタープラン、立地適正化計画のほか、県の計画とも整合性を取りながら策定をして

いるところでございます。 

５ページ以降はそういった計画、総合計画も今策定している部分もございますので、それらの計

画は策定次第、反映をさせていただければと考えております。 

10ページをご覧ください。鎌倉市の現況というところでございます。地勢といったことで鎌倉市の

位置づけを記載させていただくとともに、11 ページの１．５．２では土地利用と勾配として、鎌倉市

は特に勾配だったり傾斜が急な地域が存在しているというところは、鎌倉市の交通であったり移

動を考える上でなくてはならない視点だろうというところでございます。 

12 ページをご覧ください。公共交通網のところでございますけれども、市内の交通は、鉄道５路

線と民間バス３事業者によって市内をおおむねカバーできているものの、やはり一部の地域にお

いて路線バスがカバーできていないエリアもあり、交通不便地域等が発生してしまっているところ

でございます。 

13 ページをご覧ください。都市計画道路の整備状況については約 83％程度で、一部未着手の

区間が残っているというところで、由比ガ浜関谷線は現道のない未整備区間を多く残しているとこ

ろであります。 

14 ページをご覧ください。公共交通ネットワークでございますけれども、先ほど申し上げた鉄道

５路線、民間バス３事業者に加えて、タクシーが 10社ほど運行しているところでございます。 

15 ページをご覧ください。交通分担率のところですけれども、周辺自治体と比較したときに鉄道

及びバスの割合が 38.2％、他都市より高いので比較的利用が多い地域となっているところでござ

います。地域別については図をご参照ください。 

16 ページをご覧ください。将来高齢化率については、少し古いデータですけれども、2015 年時

点で 30％程度、一方で 2040 年、には約 40％までが高齢者になるということで、今まで見慣れて

いる人口ピラミッドの壺型みたいなものがさらに上になってくるというところで、そういった状況を前

提とした交通施策、ソリューションが必要になってくるというところでございます。 

17 ページをご覧ください。鉄道駅におけるバリアフリーは、一部の駅がまだ対応できていない状

況ですので引き続きご協力いただければと思っております。 

20 ページをご覧ください。鎌倉市の地域の概況や上位計画における将来像、市民アンケートで

得られた結果を踏まえまして、鎌倉市の交通課題を交通不便地域等の存在、交通渋滞、公共交

通の維持、開発に合わせた整備、安全・安心の５つの視点で抽出をしております。 
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交通不便地域等の存在といったところはご案内のとおりでございますけれども、やはり公共交

通の分担率が高い一方で、一部地域ではバス停から遠いところがございますので、そこにどのよ

うに対応をしていくのかというところでございます。 

交通渋滞も、長年鎌倉市内は交通渋滞がひどいということは以前から言われている中で、それ

に対してどのようにして対応していくのかということが重要であり、今はオーバーツーリズムの発生

も相まって喫緊の課題となっているところでございます。 

公共交通の維持のところでございますけれども、市内を運行する鉄道やバスなどの公共交通

の利用者数は、コロナ後は回復傾向にあるものの、コロナ前の水準には達していないというところ

で、利用者が減というところと路線バスの運転士不足の深刻化、いわゆる 2024 年問題を背景とし

た深刻化によって、特にバスの減便・廃線、それに伴う市民生活への影響が今後起きてしまうこと

が懸念されています。そういった中で路線バスを維持するための取組を事業者さんと連携をして

やらせていただくとともに、どうしても路線バスを入れられない、バスでは対応できないところにつ

いては代替となる新たな公共ライドシェア等のソリューションを入れていくことも検討しなければな

らないところでございます。 

開発に合わせた整備というところは、深沢地域では、鎌倉市の第三の拠点として開発をしてい

る中で、そこに対してどのような交通ネットワークを敷くのかということは鎌倉市の交通を考える上

で大きな論点となるところでございます。 

最後に安全・安心のところでございますけれども、高齢者が 2040 年には４割に達する見込みで

あり、安全・安心な移動が求められている。さらにオーバーツーリズム、外国人観光客が増加して

いる中で、市民の方からもなかなかバスに乗れないであったりタクシーに乗れないであったり、そ

ういったところの原因の１つが観光客ということもあるところでございます。そこに対して、例えば新

たな移動手段等を導入して観光客をそちらに移行することによって市民の方が公共交通を利用し

やすい環境を作っていくなどの対策も必要な課題となっているところでございます。気候変動対策

は引き続きの課題となっていますので事業者と連携してやっていければというところでございます。 

次は、公共交通を取り巻く課題ということで不便地域のところです。市民の移動が不便な地域と

いうところで、交通不便地域、いわゆる駅やバス停から距離があるところを「交通不便地域」と言

わせていただいているところですけれども、駅徒歩圏内でも高低差が大きい地域、前回の議論の

中で「交通不便地域」という形で整理をしていたのですけれども、ここは駅徒歩圏内でも高低差が

かなり激しいというところで、移動が困難だろうということで「移動困難地域」という名前の定義をさ

せていただいております。 

22 ページと 23 ページをご覧ください。交通不便地域と移動困難地域の定義は前回までの議論

と特段変わることはないですけれども、こういった基準で設定をさせていただいているところでござ

います。 

24 ページをご覧ください。その中で、前ページまでのところで特に交通不便地域、かなり多くの

地域が抽出されてくるところでございますが、特に移動困難性の高い地域として、勾配が大きいと

ころであったり高齢者が多いところで、特に交通不便が大きく優先的に対応する必要が出てきて
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いるところでございます。また、同様に、移動困難地域のうち、駅までの移動手段となる路線バス

への満足度が低く、人口が特に集中している地域が移動の不便が大きく優先的に対応する必要

があるというところでございます。そのため、優先的に対応すべき地域として、二階堂・浄明寺、今

泉台、大町、笛田、西鎌倉地区を位置づけているところでございます。 

25 ページをご覧ください。次は交通渋滞のところでございます。市民の自動車交通に加えて、

市内を目的地とした自動車交通であったり通過交通によって慢性的な渋滞が発生しているという

ことで、これによって路線バスの定時運行に支障を来しているというところで、この渋滞の解消な

ど公共交通の走行環境の改善が必要になってくるところでございます。 

特に鎌倉市内の交通の内訳を分析していくと、通過交通の比率が５割弱存在しているため、交

通渋滞を解消すべく、特に通過交通を削減するための施策を優先的に迅速に実施していく必要

があるところでございます。 

26 ページをご覧ください。市内を運行する鉄道やバスなどの公共交通の利用者数は回復傾向

にあるものの、コロナ禍前の水準には一部戻っていない状況であったり、運転士が不足している

状況が見られています。こういった売上げ、利用者数の減少、そして運転士不足により、現在運行

している路線バスの減便や廃線は一部起こってしまっており、実際に早朝や夕方など一部の時間

帯には減便による不満の声もバスの利用者の方、市民の方から聞こえてきている状況でございま

す。また、タクシーの運転手についても確保の難しさから乗務員数が減ってきているというのが現

状であって、コロナ後に観光客数は徐々に回復していることと相まって、市民の方から一部地域で

あったり時間帯ではタクシーがなかなかつかまらない、30 分、１時間待ってしまうみたいなこともあ

ったという声も上がっているところでございます。これらを踏まえて公共交通の利用促進や地域公

共交通ネットワークの最適化、運転士不足への対応といった路線バスを維持するための取組に

加えて、代替手段となるオンデマンド乗合交通であったり、公共ライドシェア、そして、少し中期的

な取組にはなりますけれども、自動運転等の新たなソリューションの導入など、地域公共交通の

維持、移動手段の確保に向けた取組が必要になってくるところでございます。 

27 ページをご覧ください。新たなまちづくりを進めている深沢地区では、新駅の設置を契機に、

新たなネットワークの再編といったものをやっていく必要があります。 

28 ページをご覧ください。市全体において高齢化率が４割となっていくというところで、バス停に

おけるバス待ち環境の改善や鉄道駅におけるホームドアやスロープ設置等の要望もあることから、

将来にわたり安心して利用できるような公共交通を実現していく必要があるところでございます。 

29 ページをご覧ください。令和６年の観光客数は約 1,500万人になっていまして、コロナ禍以前

の８割程度まで回復していて、減ってはいるものの、体感でもすごく多いというところで、今後増加

が見込まれているところです。実際の市内の一部の鉄道、路線バスにおいては、観光客の集中に

より鉄道やバス、特にバスに乗れません、みたいな話もあり、これは市民の方からそういったご意

見を頂きましたけれども、そういうことでかなり困っていると聞いています。また、道路まで歩行者

がはみ出しているなど、インバウンドの増加に対してオーバーツーリズムが起きていて、そこに対

して彼らへの対応手段を導入するといった対策が必要になってくるところでございます。 
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環境にも対応した公共交通というところで、引き続き CO2 排出量は削減させていくべく、事業者

の方と連携をさせていただく必要があるというところでございます。 

32 ページをご覧ください。計画の基本方針、目標というところでございます。こちらは、本市では

基本方針として『市内の自由な移動と交流を促進する公共交通サービスを形成』するということを

基本方針として掲げさせていただきます。本市では、持続可能なまちづくり、高度経済成長の時代

から成長を前提とした拡大のまちづくり、開発を前提とした拡大のまちづくりではなく、時代は変換

していまして、持続可能なまちづくりを行っていくということが必要になってくる中で、そういったとこ

ろに寄与すべく地域を支える公共交通、これはまちづくりの一丁目一番地でございますので、そう

いったものの衰退、特に公共交通の利用者減少であったり、バス、タクシーといったところ、特に

バスの運転手確保が難しいみたいな、そういったところでなかなか維持が難しいエリアも出てきて

しまうということも推測されますけれども、そういった中でも地域公共交通の衰退を防ぎ、必要に応

じて、どうしてもそこを維持できないところを無理に維持するということは不可能なところもございま

すので、そこに必要に応じて公共ライドシェアであったり自動運転等の新たなソリューションであっ

たり技術を導入することによって、既存公共交通をできるだけ維持し、必要なものは残していくとと

もに、そこを補う形、そちらのほうが効率がいいところについては新たなものを入れて市内の自由

な移動や交流が実現されている姿を将来像として、そういったものを実現するために様々な施策

を実施していくということを計画の基本方針として考えているところでございます。 

34 ページをご覧ください。基本方針を踏まえまして３つ目標を整理させていただいております。

地域公共交通ネットワークの充実、公共交通の利用促進、安全・安心な移動の実現、この３つを

目標として掲げさせていただいているところでございます。具体的には、地域公共交通ネットワー

クの充実においては、不便地域や移動困難地域への対応、バス路線の維持や新たなソリューショ

ン導入によって誰もが必要な移動を確保できるネットワークの構築を行います。公共交通の利用

促進では、渋滞対策や運行環境の改善を含めて公共交通の定時性・利便性を高めて、観光需要

も視野に入れた分散・回遊施策を進め、利用しやすく選ばれる公共交通への転換を図ってまいり

ます。安全・安心な移動の実現においては、高齢化の進行等を踏まえつつ、移動負担の軽減、混

雑緩和、歩行環境との連携などを通じて、日常・観光、双方で誰もが安心して移動できる都市交

通の実現を目指してまいります。 

36 ページをご覧ください。施策の方向性というところで、こちらは今まで、ご議論、ご意見を頂い

た構造のところと目標の関係性を示しているところでございます。鎌倉市の地域公共交通の課題

に対応し、３つの目標を実現していくために、交通不便地域等の存在への対応、交通渋滞への対

応、公共交通の維持への取組、開発に合わせた整備への取組、安全・安心の取組、こういった５

つの方向性で目標を達成していく。こういうことにそれぞれ施策を実施していく、そういった構造に

なっているところでございます。 

37 ページをご覧ください。目標、施策の方向性、施策の実施方針、具体的な施策に連動すると

ころを結び全体像として示しているところでございます。 

40 ページをご覧ください。交通不便地域等の存在への対応というところで、本計画で定めた交
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通不便地域等の解消に向けて、地域のニーズや運転士不足の状況を考慮しながら、オンデマン

ド型の乗合交通や公共ライドシェア等、新たな運行手法の検討、導入を進めてまいります。 

具体的な施策としては 41 ページに示している、乗合オンデマンド交通であったり公共ライドシェ

ア等、地域の実態に合わせた運行手法の検討を行いつつ、地域の事業者の方々と連携をしなが

ら、交通不便地域だったり移動が大変なのだということは常々声も上がっていますし、もう今困っ

ている方もいらっしゃるし、今後さらに困る方もいらっしゃるというところで速やかな導入を進めてま

いります。 

また、地域主体の効率的・効果的な運行手法の導入支援というところで、地域のほうからこうい

うことをやりたいのだということを、少し何かしら助言が欲しいだったり専門家を連れてきてほしい

みたいなことがありましたら、そういったところへの支援も行ってまいります。 

42ページをご覧ください。交通渋滞への対応については、鎌倉市では交通渋滞が大きな課題と

なっているところで、まずは通過交通の削減が一番効果的だろうというところで、カーナビを活用し

た交通誘導だったり地図アプリによるルート変更により特に渋滞がひどいエリアを迂回させるよう

な形で、カーナビメーカーや地図アプリ会社と交渉し、違うルートを案内・誘導することで通過交通

が鎌倉市の混んでいるエリアを通らないようにするという検討を実施していきたいと考えていると

ころでございます。それ以外にも誘導看板の設置みたいな少しハードなものであったり、それ以外

の施策についても実効性や実現性を鑑みて随時検討をしてまいります。 

44 ページをご覧ください。それ以外のところで、混雑状況マップやリアルタイム渋滞情報の提供

による時間帯の分散であったり、逆に目的施設の誘導や代替目的地の案内による地域及び時間

帯の分散といったところで、通過交通でない目的交通の方は排除するということはできないし、す

るべきでもないところでございますけれども、時間帯や来るエリアを分散させるみたいな取組も併

せて検討してまいります。 

45ページをご覧ください。公共交通の維持へ向けた取組でございます。 

まず効率的な路線バスネットワークの検討というところで、これは特にバス会社様では既に検

討されている部分もあるかなというところでございます。そして、ヒアリングの際にご意見を頂く中

で少し我々のほうでも施策を記載させていただいたところでございますけれども、路線バスネット

ワークの再検討といったものに加えて、結節点の強化による路線バスの運行の最適化というとこ

ろで、既存のダイヤや利用実態等を踏まえて、バス事業者さんとの調整によって地域拠点で乗り

継ぎを推進することで運行区間や本数等の見直しを行い、見直しによって生じた車両や運転士等

の輸送資源を他の路線へ振り替えるなど、効率的な運行を推進していくということをバス事業者さ

んと連携して少しでも進めていければなというところでございます。 

46 ページをご覧ください。運転士不足への対応でございます。こちらは、二種免許が必要にな

るバス、乗合タクシーの運転士が急速に減少していまして、特に市内を運行する路線バスで運行

本数や路線の維持が、売上げの額というよりも運転士不足によって特に厳しいという状況が大き

いところと伺っております。そういった中で事業者と連携した運転士確保の周知広報等の実施を

行うことで少しでも運転士さんの確保に資するような施策をやっていければなというところでござい
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ます。 

次に、自動運転の取組の推進です。自動運転技術は日夜進歩しているところでございます。一

方で、もちろん安全性であったり法規制のところは注視しなければいけませんし、仮にどこかのエ

リア、地域でできたからといって鎌倉市内の道幅ができるかというと、エリアによるというところでは

ございますけれども、例えば七里ガ浜であったり、一部可能性がありそうな道幅であったり技術と

環境で少し可能性がありそうなエリアについては、事業者さんと連携をさせていただきながら、こ

れは費用対効果も含めてですけれども、導入に成功すれば運転士さんを充てなくて済むというと

ころで、少しそこのエリアにおいてはゲームチェンジできるところでございますが、こういったものに

ついても推進を行っていければというところでございます。 

48 ページをご覧ください。地域公共交通の利用促進というところで、コロナ禍を契機として利用

者が減ってきてしまっているというところで、モビリティマネジメントの実施に加えて、時刻表調整や

バス待ち環境の改善といった、なかなかこういうダイヤの調整みたいなことは難しいところもある

かとは思いますけれども、可能なところで調整を図りながら乗り継ぎ環境の改善を推進します。ま

た、運行情報や遅延情報、特にこれは鉄道会社さんの乗換え案内とかとも連動していただいてい

るものも多いかと思います。バス会社さんも自社のホームページに上げていただいているみたい

なところもあるのかなと思いますけれども、これはできるだけ経路案内サービスのような、乗換え

案内みたいなところに連動させていくことで、特にバスの定時、もしくは遅延しているといったところ

が分かるというところで、より使いやすい環境を整備していくというのも公共交通の利用促進に資

するのかなというところで、事業者様と連携しながら進めていければと考えているところでございま

す。 

50 ページをご覧ください。こちらは新たなソリューションの導入による利便性の向上というところ

で、どうしても路線バスの減便・廃線がやむを得ないエリアも出てきてしまうことは想定されます。

そういったところであったり、終バスが早まっているみたいなところで、夜の時間帯に移動の不便

が発生しているといった声も意見交換会の際に住民の方からも頂いているところでございます。な

かなかタクシーもつかまりづらい時間帯がある中で、既存の地域公共交通だけに依存して頼って

どうにかしてくださいというのはなかなか難しいだろうというところで、必要に応じて代替手段であっ

たり補う手段としてオンデマンド乗合交通や公共ライドシェアみたいな新たなソリューションを導入

することで市民の方の利便性の維持・向上を図ることを検討してまいります。 

公共交通の維持というところでいろいろな施策を並べさせていただいたところでございますけれ

ども、なかなか１つの施策によって全て課題が解決できるということではないのかなというところで

ございまして、こういったものを、例えば結節点の強化によってバスを少しでも効率化するであった

り、少しでも運転士を確保するであったり、どうしてもできないところには公共ライドシェアみたいな

ものを入れて代替していくであったり、そういった様々な施策の積み上げによって既存の市民の方

が抱えていらっしゃる課題に対してできるだけ対処できるようなアプローチをしていくというのが必

要になってくるのかなという思想でこのような施策を書かせていただいているところでございます。 

52 ページをご覧ください。新たな資金支援方策の導入というところです。こちらは、今まで様々
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な施策を記載させていただいてお話をさせていただいているところではございますけれども、なか

なか既存の財源では今後も生産年齢人口の減少により中で税収の増加も厳しい中で、既存財源

で行うというのは限界があるため、少しでも財源自体の確保ということもできる範囲でやっていこう

というところで、事業者様と連携をして、体験型の駅長体験みたいなものをやったり、車掌体験で

あったり、運転士体験とか、そういったものをイメージする体験型ふるさと納税であったり、場合に

よっては企業の協賛金を取るみたいな、そういったところで資金を取っていくというのを併せて実

施していくところでございます。 

53 ページをご覧ください。開発に合わせた整備への取組というところで、新駅も含めて深沢とい

うまちが新しくできてまいりますので、そこに合わせた交通量の変化、利用者の変化といったとこ

ろを推計しながら、ネットワークの構築であったり、バスベイの設置、交差点改良等を行っていく必

要があるというところでございます。 

57 ページをご覧ください。安全・安心への取組というところで、高齢化率の高まりや観光客の増

加、気候変動対策の観点から、人や環境に優しい公共交通の実現に向けた取組を進めてまいり

ます。 

背景といたしましては、こういった高齢化の進展やドライバーの運転免許の返納から高齢者の

移動手段としてより一層公共交通の需要が高まっていて、それに対して、バリアフリー化であった

りバス待ち環境の改善とか、全ての方が利用しやすい環境を整備することが求められています。

それに加えて、多くの観光客が観光地まで公共交通を利用するため市民が公共交通に乗り切れ

ないオーバーツーリズムの問題も発生しています。ここについても対策を打っていく必要があると

いうのが背景でございます。 

施策ですけれども、まずはバス、タクシーのバリアフリーの推進ということで、市内の事業者様

はすでにノンステップバスの導入をやっていただいているところでございますけれども、引き続きま

だ導入できていないところは随時入替えの際などに行っていただくであったり、利用者の多い停留

所等に屋根や椅子の設置、ユニバーサルデザインタクシーの導入の推進など、バスやタクシーの

移動手段の利用環境の整備を推進してまいります。 

そして、駅やバス停への安全対策の実施ですけれども、鉄道駅におけるホームドアの設置によ

って人命、駅の安全対策を図っていくとともに、横断歩道や交差点付近に近接している危険なバ

ス停については、安全対策の実施やバス停の移動等の安全に向けた対応を推進してまいります。 

そして、新たな交通手段の導入によるオーバーツーリズムへの対応の検討、オーバーツーリズ

ムによって市民の方がバスに乗れない、タクシーに乗れないといったことが生じている地域につい

ては、公共ライドシェア等の新たな運行手法の導入によって輸送力の強化を図ることによって観

光客の方が移動しやすい手段を確保するとともに、市民の方がちゃんと公共交通を利用できるよ

うにしていくということが必要となってまいります。 

そして、施策の最後、環境に配慮した車両の導入の推進というところで、既に一部行っていただ

いているところではございますけれども、路線バス等の車両のEVであったりハイブリッド車両等へ

のさらなる転換で環境対策を推進していくこともまた必要となってまいります。 
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60ページをご覧ください。施策の実施スケジュールになります。それぞれの施策について、令和

８年度から 12年度まで５年でございますので、この中で施策の検討を速やかに行い、関係者であ

ったり事業者の方と調整をしながら取組を実施してまいりたいというところでございます。 

最後に、第５章、計画の進捗管理のところでございます。 

62ページをご覧ください。評価指標の設定というところでございます。本計画の達成状況を確認

するため、目標ごとに評価指標と目標値を設定いたします。事業の進捗状況や評価指標における

検証から、基本方針、目標の実現に向けた取組の進捗を確認し、本計画の進行管理を行ってま

いります。表５－１をご覧いただければと思いますけれども、目標ごとに施策を記載していまして、

それに対して数値目標を設定し、現況もあるところについては現況の数値を入れさせていただい

て、目標を記載して評価指標（案）とさせていただいているところでございます。 

63 ページをご覧ください。計画の進捗管理と推進体制でございますけれども、鎌倉市地域公共

交通活性化協議会を今後も定期的に開催をして、事業の進捗状況の確認や情報の共有を行うと

ともに、各年度の取組や施策の課題について協議・調整を行うなど、PDCAサイクルに基づいて本

計画の進捗管理を着実に実施いたします。 

計画の推進に当たっては、施策ごとに行政や事業者等の関係者間で定期的に綿密に協議や

意見交換等を行う体制を構築させていただいて、実現に向けた連携を図るとともに、必要に応じて

鎌倉市地域公共交通活性化協議会の下に専門部会を設置し、専門的な調査・検討等を行うこと

としてまいります。 

こちらはなかなか計画を作った後にどう推進していくのかが難しいところでございまして、事業

者の方がメインになるもの、市がメインになるもの、いろいろと出てくると思いますけれども、なか

なか連携しないと進まない施策が多々あるのかなと考えております。これは少し私個人の感想に

はなりますけれども、各事業者の方々にかなりお時間を頂いて施策についてヒアリングをさせてい

ただく、意見交換をさせていただく中で、実際の課題だったり、こういう方向だったら少しはできそう

だね、みたいなところも見えてきた部分もあるかなと思いますので、今回、計画策定の前のヒアリ

ングという形にとどまらず、定期的に施策ごとに必要に応じて、意見交換だったり施策の推進方法

についてディスカッションやご相談をさせていただく体制を作らせていただければなと考えておりま

すので、こちらについてはどうぞよろしくお願いいたします。 

64ページをご覧ください。評価・検証です。こちらは PDCAサイクルによって推進いたしますとい

うところでございますけれども、年間のスケジュールというところも、予算の要求時期の前である７

月、８月頃、これは確定しているものではございませんので状況に応じて変更ということでござい

ますけれども、協議会等を実施させていただきまして、それに限らず年間において施策は実施し

つつ、随時市と事業者間の連携だったり打合せを随時実施していければなという体制を考えてい

るところでございます。 

資料３－３につきましては、各施策ごとの方向性と大項目、小項目、施策（再分類）というところ

がありますけれども、こちらについては、関係主体を整理をしていますので、これを推進していく場

合においては、◎だったり◯となっている関係者が連携して進んでいくということで整理をさせてい
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ただいたものでございますので、併せてご確認いただければと思います。 

事務局からの説明は以上です。 

 

【久保田会長】 

今まで皆様にご議論いただいた内容が素案という形でまとまってきましたので、今日これについ

てご議論いただければと思います。事業者の皆様、事前にいろいろ時間を取っていただいて、あり

がとうございました。 

それでは、どの点でも、どなたからでも結構ですので、気がついたところがあればご発言いただ

きたいと思いますが。 

 

【小嶋副会長】 

資料３－２の 60 ページのところで施策の実施スケジュールをお示しいただいたのですけれども、

矢印の描き方が施策の検討と実施に分かれているものと検討・導入とか、検討・実施という形で

矢印が 1 本になっているものがあると思うのですけれども、矢印が１本になっているものについて、

例えば真ん中からちょっと下の「新たな資金支援方策の導入」とか、その上だとモビリティマネジメ

ントの実施とか、その中には実施時期が決められないから１本になっているというものと、広報施

策の実施、すぐにでもできるという、検討してやって、実施と検討が常に続いていくみたいなものと

混ざっているような気がするのですけれども、これが分かるように書き分けられるといいのではな

いかなと思ったのですが、いかがでしょうか。 

 

【事務局（井上次長）】 

おっしゃるとおり、混ざっております。地域公共交通の利用促進というところ、これは施策が３つ、

それぞれに矢印を引いてもよいのですが、そうすると、大量になって煩雑になるかなというところで

あえて合わせているというところでございまして、これがなぜこういう書き方になっているかというと

ころでございますけれども、これは既に事業者さんのほうでやっていただいているものであったり、

一部やっていただいているものであったり、今後やっていただくところであったり、かなり状況が入

り乱れている、例えば運行情報や遅延情報等の提供みたいな話があったりとか、そういう状況に

なっておりますので、これを例えば各社さんごとにということはここに記載することは難しいので、

これは検討しているところもあれば、既に導入しているところもあれば、中身はできているけれども、

今後どうやって出していくかを調整されているところもあれば、そういったことであえてこういった記

載にさせていただいているところでございます。資金支援方策については、これはまだいつまでに

ということを、相手もあることですので、明確に記載できないということで一旦はこういった形で記

載をさせていただいておりますけれども、いずれにしろ、速やかに導入に向けて動きを進めていく

ということでございます。 
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【小嶋副会長】 

ぜひできれば、すぐにでもやるのだとか、そういうものが何かあれば、分かる書き方ができれば

いいかなと思ったところです。 

 

【久保田会長】 

21 ページに交通不便地域の定義が書いてあるわけで、ここは交通不便地域は距離だと書いて

あるのだけれども、22 ページを見ると勾配が出てくるのですよね。図２－２の上に書いてあるのは、

鉄道駅やバス停から距離があり、さらに勾配の大きい地域が交通不便地域だと。21 と 22 で言っ

ていることが違うので混乱すると思うので、22 ページの２-３の凡例を見ると、緑と青があって、青

が距離で、緑はそれに加えて勾配があるところということですよね。だとしたら、21 ページにもそう

いうことを書いてはいかがでしょうか。 

 

【事務局（井上次長）】 

こちらは少し順番の並び替えも含めて修正をさせていただければと思います。 

不便地域というのはあくまで駅やバス停から距離がある地域でございまして、22 ページの図、

勾配による負担というのは、そこからさらに優先的に対応する地域、まさに 24 ページに書いてい

るものを図を先出ししてしまって混乱を招いてしまいました。大変失礼いたしました。修正いたしま

す。 

 

【橋山会員】 

46 ページの運転士不足への対応の作図のイメージのところでございまして、今後、現在の路線

維持に必要な人数というのがいつの時期を持って見るのか、各バス会社は非常に厳しい状況の

中で、乗務員が不足した場合の対応としては、やはり減便をしながらどうしても労働時間の確保等

をしないといけない関係で乗務員の必要な定員数を減らしていく状況でございます。ですので、仮

にここが今現在バス会社さん３社で 300 人だとして５％では足りませんとなると 285 ぐらいなので

すけれども、仮にこれが５年後になったときには必要な人数がもうその段階でその都度その都度

５％がずっと維持されるようなイメージを持っていくのか、それとも、５年前はここまでが必要だった

のですけれども、５年後には本当にこうなってしまいました、みたいな、要はその見方というか、こ

こに関してどこのタイミングの現在必要な人数を出していくのかなというのが１つ気になったところ

でございます。 

続けてですが、表記の中で資料３－３のところで、バス会社としてなのですけれども、グリーンス

ローモビリティのところにバス事業者が関係団体に◯がついているのです。鉄道事業者さんもそう

ですけれども、この◯は何を指しているのか教えていただければと思いますので、よろしくお願い

します。 
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【事務局（井上次長）】 

まず２点目ですけれども、これは必ずしもバス会社さん、鉄道会社さんにやってくださいというこ

とではございません。例えばこのエリアにおいてはグリーンスローモビリティがあれば市民の方の

移動によいのではないかみたいな仮説が立った場合において、バス会社さん、鉄道事業者さんは

こういった事業に参入されるということももしかしたらあり得ると考えています。もし本業との連動で

あったり地域貢献の文脈でされるということもあり得るかなという趣旨で◯をつけさせていただい

たという趣旨でございます。 

 

【橋山会員】 

今のお話からすると、タクシー事業者のところも◯がついてもいいのかなと。 

 

【事務局（井上次長）】 

修正いたします。 

続いて１点目についてですが、46ページの「作図イメージ」と書いているところでございますけれ

ども、現在の路線維持ということは市としては市民の方の足の維持のためには当然やっていくこと

は必要で、事業者の方もそうだと思いますけれども、必要になってくるところでございますので、一

旦基準は現在の足元にしていくところでございます。一方で、評価指標、62 ページのところでも書

いあり、充足率みたいなところをモニタリングしていく中で、そういった中であまりにも充足率が高

い・低いというのが出てくる場合においては、意見交換、共有だったり専門部会みたいなものを設

置します。何を目標にしていくのか、地域公共交通を維持していく中でどういったことができるのだ

ろうかというところを議論しながら施策については考えていければなというところでございます。 

 

【小川会員】 

資料３－３のところで、どこに◯をつけるのかとか、どこが◎なのかということなのですけれども、

だんだんこれはどこが何をやると垣根がなくなってくるというか、いろいろな形が可能性がある中

で、このようについていると、この人たちがやるとか、むしろこの人たちしかやってはいけないみた

いに読めなくもないので、一番上のところで「主な関係主体」とかとしておくと、ほかの人もいろいろ

な形で関われるとか連携できるとかという可能性が広がるのかなと思いました。 

 

【事務局（井上次長）】 

ご提案ありがとうございます。主な関係主体、これは意図としましては、どんな計画であっても

施策自体を当然書くわけですけれども、ただ、それを誰がやるのだろうということを整理しないと、

計画を書いて終わりになってしまうということかなと思いますのであえて書かせていただいたところ

でございますので、そういった趣旨を踏まえ、小川会員のご提案でも「主な」ということで書かせて

いただくことによって、より施策の主体、関係者がはっきりするとともに、それ以外の方も連動し得

る余地を残すというところでも非常によいご提案を頂いたのかなと思いますので、そのような形で
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記載をさせていただければと思います。 

 

【小嶋副会長】 

交通渋滞の関係のところで、資料３－２の 39ページの具体的な施策が並んでいるところの具体

的な施策ということで、一番右側の３番目が「カーナビや地図アプリ等を活用した通過交通の削減」

というタイトルになっていて、具体的な内容のところで 43ページのところに施策の例が①番、「カー

ナビや地図アプリ等を活用した通過交通の削減」というタイトルで、中身を見ると、一番下はロード

プライシングだったり、その上は幹線道路等の整備になっています。タイトルがカーナビや地図ア

プリとなっているのがもったいないなと思うのですが、意図があってこのような記載になっているの

か教えていただければと思います。 

 

【事務局（井上次長）】 

意図は２つございまして、39 ページは通過交通の削減というところがもちろん大事なところにな

ってくるのですけれども、ただ、「通過交通の削減」と書いてもいいのですが、それだとぱっと見た

方がイメージが湧かないだろうなというところで何らか書こうというのがまずございます。その上で

どんなものなのかというところで、実際にカーナビを活用した交通誘導だったり地図アプリにおけ

るルート変更という、43 ページの上のところの実現性みたいな話とか実効性みたいな話を書いて

います。特に鎌倉の交通渋滞はなかなか解決できなかったところにある中で、市民の方からもご

意見を頂いており、今回、０か 100 かの議論である必要もない中で 10 点、20 点でも対応していっ

て少しでも渋滞を減らして交通の定時性の確保を行う、まずは取り組みやすいところで施策を検

討して実現するという趣旨で、実効性が高いものを例として表に出したところでございます。 

 

【曽根会員】 

15 ページのところなのですが、交通分担率の部分で表をお示しいただいていると思うのですが、

この調査自体がいつのものなのか、いつの部分を表として示しているのかという年度が抜けてい

るので、そこのところをお示しいただければなと思います。 

それと、この調査自体非常に面白いなと思ったのですけれども、これは第６回ということなので

すけれども、ある程度経年での変化みたいなものをここの中で表現することはできないかなという

ところがちょっと思ったところでございます。 

 

【事務局（井上次長）】 

年度については追記をさせていただきます。 

 

【事務局（大江担当課長）】 

出典については第６回東京都市圏パーソントリップ調査となります。調査年度としましては平成

30 年となり、概ね 10 年に一度ということで調査をしているものとなっております。なかなか過去に
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かなり遡ってというのは難しいかもしれませんが、平成 20年のデータでしたら整理した情報がござ

いますので、その比較は可能でございます。比較して何か特徴的なことが見えるようでしたら、表

を追加するなど会長にご相談をさせていただき対応します。 

 

【平松会員】 

43 ページの通過交通の削減に向けた施策（案）のところなのですけれども、細かい決め打ちで

申し訳ないですが、私は外部評価委員も担当しておりまして、ロードプライシングというのは、数年

前、一瞬提案が出て盛り上がりつつ、ちょっと難しいかな、みたいな感じで止まったイメージが、２

～３年前の情報ですけれども、ありまして、令和 12 年までに目標として掲げて本当に進むのかな

というのがすごく気になっています。当時それは全然違う委員会で行政評価委員会の話し合いの

中で出た案で恐縮なのですけれども、むしろ取り下げてもいいのではないかではないですけれど

も、あまり実現が遠いものに関してはなくてもいいんじゃないのみたいな意見を、いつまでも期待し

て、どうなっているんだといって変にストレスになるのだったら、あまり現実的ではないくらいの位

置、すごくご検討されたということは存じ上げているのですけれども、今の状況と、それが本当にこ

こに載せるべきものなのかということについて詳しく伺えたらと思います。 

 

【事務局（井上次長）】 

ロードプライシングですが、導入に当たってどのような手法で料金を徴収するのかという技術的

な課題と料金を徴収する根拠となるような法制面の課題であったり、仮にこの法制面がクリアにな

ったとしても収益性の観点で費用対効果は合うのか、そういった収益面の課題、大きな３つぐらい

課題があるものと考えているところでございます。法的側面もございますので導入が今まで難しか

ったというのはおっしゃるとおり事実なのかなというところでございます。 

一方、技術面の課題について、例えば大型観光バスみたいなところは ETC 装置の搭載率が高

いところで突破できる可能性もあるところもございますので、ロードプライシング自体を全部実現す

るというのは難しいといいますか、そういった技術がないのかということは中長期的に引き続き探

っていく必要があるかなというところがある一方、仮にロードプライシングを導入できるまで何の手

立てもないということで、渋滞がいつまでも解消されないというところもあるというのも一方で事実

と考えております。そのため、ロードプライシングは中長期的なものとして残しつつ、カーナビを活

用した交通誘導だったり地図アプリによるルート変更、それ以外の施策によってできるだけ迅速に、

かつコストもかけずに、一定効果が見込めるような施策も複数させていただいて、渋滞の解消に

別のアプローチでも取り組んでいくというのが今回の地域公共交通計画における交通渋滞に対す

る施策の考え方として整理をしているところでございます。 

 

【久保田会長】 

私からも補足すると、平成８年という 30 年前に提案した者としてお話をさせていただきますが、

１回盛り上がって、平成 12 年ぐらいに１回なくなりまして、今の市長さんになってまた復活して、平
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成 24 年ぐらいにかなり具体的な提案までして、国の方も応援していただいて、東京オリンピックの

ときまでにやるというタイムスケジュールまで作ってやったのですけれども、ご存じのとおりできて

いない。ただ、やはり今おっしゃったように、国のほうで法律をどうするかとか、そういう大きなもの

もあるのですけれども、これは日本でやる、それはもう鎌倉が第一にふさわしい、必要性、それか

ら地形的な特徴、いろいろ考えると鎌倉しかないと思っていまして、鎌倉が常に旗を振り続けて国

を動かすというのが必要だと思っていますし、どう考えてもロードプライシングしか休日の渋滞問

題を解決する抜本的な対策はないと思いますので、そこをご理解いただければと思います。 

 

【事務局（井上次長）】 

今の点に関して、やはり旗を下ろさないことはすごく大事かなと思います。もちろんこれは今回

いろいろな課題があって、それぞれの課題についての回答もしくは対策ができるかどうかというの

はいろいろあると思うのですけれども、それぞれについて別に 10点でも 20点でもゼロから比べれ

ばプラスなわけであって、まさにこれを掲げてやり続ける、鎌倉市が先駆けになるということを意

思としてというか、気持ちとして持っておくというのは非常にいいことなのかなと思うようにしていま

す。 

 

【平松会員】 

分かりました。 

 

【阿由葉会員】 

60 ページの施策の実施スケジュールについて、この前のところの表から出る項目が 20 個ほど

挙がっているところだと思うのですけれども、内容を読んでいると非常にわくわくするような内容だ

と思うのですけれども、例えばですが、上から６個目の路線バスネットワークの再検討、これは１

年の検討で２年目からスタートとなっています。そのちょっと下に行きまして関係事業者等との導

入に向けた調整の実施、自動運転ですね。これも２年の調整・協議で３年目からスタート、その下、

新たなソリューション導入も半年の検討で半年後からスタート、下から２番目の新たな交通手段の

導入によるオーバーツーリズムへの対応の検討、これも１年で検討して２年目からスタートとなっ

ていますが、これはこのとおりできると、住んでいる方々、また事業者も非常に目指すところができ

ていいなというところであるのですが、実際問題この実施スケジュールとして組み立てたときに、ち

ょっとここはどうなのだろうかなと。これをご覧になった市民の皆様が「ここまでもう進んでいるのか」

と思われる方もいるでしょうし、「いや、これはあくまでスケジュールでしょう」と言われるところもあ

るかと思います。今モノレールの小川会員のお話もあったとおり、旗を下ろさない、文字を残してお

くということは非常に大事でありますし、こういった目標を立てるということも実行していくのに大事

だと思うのですが、ちょっと検討の期間であったりスタートの時期が現実と乖離しているのかなと

いう印象を拝見していて感じました。 
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【事務局（井上次長）】 

施策によって、これは必ずしも市としては全てが乖離しているとは認識はしておりませんが、一

方で自動運転バスの話や効果的なバスネットワークの話であったり、御社を含めたバス会社事業

者が主になってくる話でございますので、バス事業者としてなかなか難しいのではないか、そうい

ったご意見は当然あるかなと思います。一方で、この計画期間５年の中でこういうことをやってい

こうというときに、検討で３年、４年費やしますと、多分検討で５年終わって何も動きません、そうい

うことも起きてしまうというところで、検討というのは２年が３年になったらいいというものでもないの

かなというところで、あえて切らせていただいているところもあります。これまでは、定期的かつ継

続的な意見交換をする場がなかったため、綿密な意見交換ができる体制を今後設けていき、市が

取りあえず掲げたけれども、無理だろうとか、逆にバス事業者としてもこういうことをやるからもうそ

れはやりますよみたいな報告みたいな形になってなかなか調整ができていなかった部分もあるか

と思いますので、ここはさすがにこれくらいの検討期間がないと無理だよね、みたいなところだった

り、これはここら辺でやりましょうみたいな調整はやらせていただければいいのかと思っております。 

一方で、新たなソリューションの導入であったり不便地域のところであったり、これは何年も言わ

れているところでございますし、逆にこれこそ、もちろんバス事業者もそうですし、タクシー事業者も

そうなのですけれども、市がお話をさせていただいて、速やかに調整が必要なところは調整をさせ

ていただいて予算化をして対応していくということをやっていかないと、いつまでたっても進まない

だろうということであえてこのような検討を何年もやらないということを切ったというところでござい

ますので、このような記載をさせていただいたところでございます。 

 

【阿由葉会員】 

こういった矢印で期限を切るという大事さも非常に分かっているのですが、例えば検討一つにし

ましても、スタートする前の検討であったり、実際にスタートした後に振り返りの検討であったり、今

後どうしていくかというブラッシュアップ、そういったもので計画５年の間ずっと検討というのが入っ

ていてもいいのかなと思います。ただ、検討の結果、できるところから少しずつ始めていくという見

せ方、これですと、１年、２年でバッサリ切られて準備が終わってスタートというところもあるので、

検討し、振り返りをしつつ、できるところからやっていくということでだんだん検討の色が減っていっ

て実施の色が増えていくみたいな、そんなイメージもあってもいいのかなと思いましたので付け足

してお伝えしました。 

 

【事務局（井上次長）】 

おっしゃるとおりだと思っています。PDCA という考え方がそういうことなのかということかもしれ

ませんけれども、施策の実施・運用、導入と書いているところは、あくまで実施・運用というのは、

何らかやって、課題があったらそこは検討してブラッシュアップして、また変えていくとか、そういう

検討は当然常になされていくものであると思いますが、あくまでゼロから１にするというところが施
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策の検討というところであって、それ以降も当然検討というものは続いていって、だんだん完成形

に近づいていくというのはそこはご認識のとおりかなというところで、そういった趣旨で書かせてい

ただいているところでございます。 

 

【橋山会員】 

指標になってしまっているのでお伺いしたいのですが、62 ページの路線バスの廃線数という考

え方のところで確認をさせていただきたいのですが、この場合、45 ページにお戻りいただいて、逆

に言うと、今まで鉄道から地域拠点まで青い路線、赤い路線が１本で進んでいたものに対して、鉄

道から地域拠点が赤、そこから青、緑とつながった場合に関しては廃線と捉えないで、青が仮に

なくなってしまったところが廃線という形に捉えられるのか、それとも青の１本、赤の長い１本が短

くなったところも廃線と捉えるのかというところの指標の考え方だけ教えていただければと思いま

す。 

 

【事務局（大江担当課長）】 

45 ページで地域拠点における乗り継ぎのイメージということなのですが、利用者、市民の方々

の利便性が損なわれなければ、結果的に廃線という見え方になったとしても、本数であったり乗り

継ぎで逆に便がよくなるという見え方もあるかと思いますので、そこは必ずしもなくなったからイコ

ール廃線という形ではないことで考えていければなと思っております。 

 

【若村会員】 

細かな話で大変申し訳ないのですけれども、例えば 42ページとか、施策に対して目標、方向性、

エリア、主体とかと書いていて、この主体のところの交通渋滞のところだけがいろいろな多岐にわ

たっているところで、この主体がこの文字と先ほどの資料３－３の主体と合っていないのかなと思

われます。この辺の書き方はご検討いただいたほうがいいのかなと思いました。ただ、ここがすご

く◯が多いところなので、◎の主体者がすごく数多くなってしまうので書き方が悩ましいかなと思う

のですが、この辺の主体者を合わせたほうがよろしいのかなと思いました。 

 

【事務局（井上次長）】 

ご意見をありがとうございます。何らか調整をさせていただきます。 

 

【久保田会長】 

新たなソリューション、51ページでもいいのですけれども、今回の素案の中で非常に新しい提案

になっていると思います。どれを使っていくかというのは来年度検討するということなのですけれど

も、例えば公共ライドシェアというのがあって、市などが運営主体となって自家用車でやるというこ

となのですね。これは冒頭であったように、国全体でこういうことを今考えようという機運が盛り上

がっている一方で、地域によってはタクシー会社さんがかなり強く反対されるみたいなところもあっ



21 

 

たりするのですけれども、よろしければ、タクシー協会さんがお越しなので、こういう表現で大丈夫

かどうか、お考えをお聞かせいただけますか。 

 

【横山会員】 

実際に公共ライドシェアというのは私どもはほとんど目にしたときがないので、正直なところ、タ

クシー会社が嫌がるという感覚が私的にはないです。この前もヒアリングのときにオンデマンドタク

シーという形でいろいろお話し合いをさせていただいて、私どもも地元鎌倉で駅づけでずっとやら

せていただいているので、やはり鎌倉の住民の方の利便性を考えたら、今、日本版ライドシェアと

いうのはあまりうまくいっていないというのが現状だと思うのです。そうすると、今、書いてある公共

ライドシェアとか、あとオンデマンドタクシーとか、いろいろそういうのを活用して市民の足となるよ

うに交通に携わっているタクシーとしては、その辺をやっていかなければいけないのではないかと

いう気はしています。 

私どもは鎌倉市なのですけれども、以前横浜市からの依頼を受けて、小雀浄水場とかあちらの

ほうの近くの住宅地からバスがないからということで乗合タクシーの運行を依頼されたのですけれ

ども、いろいろ条件が合わず、横浜市のタクシー会社の方がそこで乗合タクシーをやっていますが、

なかなかその辺もうまくいかないというのがありましたので、この前もお話しさせていただいたとき

に、タクシー会社としては、鎌倉支部としてはやはり協力はいたしますよということはお話をさせて

いただいたところでございます。 

 

【久保田会長】 

ありがとうございます。では、表現としてはこういう形でよろしいですか。 

 

【横山会員】 

問題ありません。 

 

【久保田会長】 

ありがとうございます。 

 

【事務局（井上次長）】 

横山会長、ご意見をありがとうございます。先日もヒアリングもお時間を頂きまして、ありがとう

ございました。おっしゃっていただいたとおり、オンデマンド乗合タクシーであったり、公共ライドシェ

アというか、市民の方の移動ニーズのところを充足させていくために、どうしても既存のバス事業

者やタクシー事業者だけに頼っているという点は難しいのかなというところは現状かなと思います

し、日本版ライドシェアはタクシー事業者に全てのリスクを負っていただくという、かなりタクシー事

業者に負担の大きい制度で、横山会長からもなかなか難しかったということもおっしゃっていただ

いていますので、そこは市としてもしっかりと向き合っていくという立ち位置で、公共ライドシェアで
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あったり、オンデマンド乗合タクシーというところで新たな施策は導入していく必要があるのかなと

考えております。 

一方、導入に当たっては、こういった形のスキームがいいのだろうかとか、こういう形でやれば

既存の地域公共交通も新たなものもうまくいくのではないか、市民の足がちゃんと提供できるので

はないか、そういったご相談であったりというのは、今後させていただければと思います。 

 

【久保田会長】 

あと２つ、皆さんにもお考えをお聞きしたいことがありまして、47ページに自動運転のことが書い

てあって、背景の３行目、レベル５の運転士さんがいないバスが実現すれば、将来的な運転士不

足対策になると書いてあるのですけれども、例えばこれを読んだ若い人は、じゃあ、運転士になる

のをやめようとならないですかね。つまり、運転士不足に拍車をかけてしまうのではないかと私は

すごく気になるのですけれども、そんなことはないでしょうか。何十年か先にはそうなるかもしれな

いけれども、今、働こうという人が職を失うおそれがあるのかどうかとか、もし書くのなら、なってい

ただいて、そうなってもこういうキャリアパスが用意されていますよとか、安心して運転士さんにな

ってもらえるような表現にしたほうがよくないですかというのが１つ。 

もう１つ、54 ページにバスベイのことが書いてあるのですけれども、バスベイを設置すると、路

線バス等の定時性・速達性の向上が図れますと書いてあるけれども、これは本当ですか。逆では

ないですか。バスベイというのは、むしろバスのためではなくて、車がバス停にバスが止まってい

る間に追い越しができるように作るもので、これはバス会社さんもご存じだと思うけれども、止まっ

た後、本線になかなか復帰できなくて、むしろ時間がかかってしまうのではないですか。交差点改

良はもちろんいいとして、バスベイ設置をここに書く意味があるのかというのが分からない。バス

会社さんにもぜひご意見をお聞きしたいのですけれども、今の２点、どうでしょうか。何かご意見が

ありましたらお願いします。 

 

【𠮷川会員の代理→渡部様】 

ありがとうございます。江ノ電バスの渡部でございます。 

まずバスベイの件につきましては全くおっしゃるとおりでございます。安全面とかというところで

考えますと、当然バスベイのほうが大事というところもありますけれども、定時性・速達性というと

ころで考えますとちょっと厳しいものがあるかなというところはご意見を頂戴したとおりでございま

す。 

もう１つ、自動運転のところですね。実現すれば運転士不足の対策としてということで非常に魅

力的なものであるかなと私も感じておるところでございます。一方で、運転士になりたいか・なりた

くないかというところにつきましては非常に難しい問題かなと思っておりまして、それは切り離して

考えてもよいのかなと私は考えております。自動運転車が走るようになりますと、それを運行管理

する者であったり、あとは完全に人が要らないかというところもまだ検証段階でございますので、

車掌というものが存在する可能性もまだゼロではないというところを考えますと、一度それは運転
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士とは切り離して考えるべきかなと考えております。 

 

【久保田会長】 

ありがとうございます。無人のバスに夜１人で乗っていて、途中のバス停で怖い人が乗ってきた

ら恐ろしいですよね。やはり要るかもしれないですね。だから、その辺を注意した表現にしていた

だけるとありがたいということで。 

 

【八島会員】 

今バスベイの話をしたのですけれども、これは現場からお話をさせていただくと、お客様を安全

に乗り降りをさせることができるということで、一般道の歩道も車道も含めた中でそこで乗り降りを

するというところに、要はバイクが来たりとか自転車が来たりということを防ぐ安全をもってしてや

るということと、あと、お客様を乗せたときに発車をする右のウインカーを出すということがまず市

民の方が分かっていただけていないのです。譲るということが大前提であって、バスが右のウイン

カーを出しているのに、そこをどんどん通過をしていくということが要は法令的に駄目だということ

が分かっていただけていないということがまず１つ。なので、このバスベイというのは、記載のとお

り、あっていただいたほうが、市民の方の乗り降りもありますし、段差がないということもありますし、

その辺も含めた中で私は記載はこのとおりでいいと思います。要は相手のバスに対する見方のほ

うを見ていただいたほうがいいと思います。やはりバスが左に寄って安全に降ろせる、安全に乗り

降りができるということをまず最優先でということがあるので。 

あと、今言った自動運転という話もそこに付け加えたいというのがあるのですけれども、今、江ノ

電バスの渡部さんのほうからお話もありましたけれども、運転士が来ないのではないかということ

も今言われていたと思うのですけれども、では、運転が自動になったから車掌がつかないといけ

ないというよりも、先ほどから私も会議を聞いている中で、現場を私も経験していた中で、今もう運

転士不足という問題ではなくて、残業が重なって今の会社があてがえている本数をみんなでこな

しているという状況が鎌倉市内でも起きているということなのです。神奈川中央交通さんも京急さ

んもそうなのですけれども、どれだけの運転士が苦労して今の本数を守っているかという、会社と

労働者が協力をして一体となっているからまだここが成り立っているだけであって、労働者が長時

間労働ぎりぎりで働いている状態で、それがもう年を取っていくとだんだんもう運転ができなくなっ

ていって急速に本数が減る、減便をする、廃止をするという方向があるので、運転士、鉄道も含め

て、この産業は人が支える産業ですので、ロボットではできない産業ですから、確実に人がいない

と回らないというところを考えると、運転士が足りないと簡単に言われているという現場の思いが

悔しくて、人ごとのようなことではなくて、僕たちも現場では本当に協力しなければ走りませんので、

僕なんかが加盟しているところはどこも、神奈中さんはいないのですけれども、京急さんも全ての

組合の中の人間がいますので、そういう話がゴロゴロいつも出ていますので、その辺は運転士不

足と簡単に書いていますけれども、さっきの矢印ではないですけれども、いつまでたっても広報を

載せてやるのだという、右矢印がずっと５年も６年もあって、これが何をもってして正解なのかとい
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うことがあまり感じられないというのがあるので、その辺だけ一言加えたいと思います。 

 

【久保田会長】 

ありがとうございました。少なくとも自動運転の社会がすぐ来るわけではないので、そこは自動

運転の記述のところは注意していただくというのは多分共通認識であるということです。 

あと、バスベイは安全のために必要だという非常にいいご意見を頂いたので、ここは「定時性・

速達性のためにバスベイ」と書いてあるので、この表現ではないほうがいいですね。そこは修正い

ただくということで、ありがとうございました。 

 

【小嶋副会長】 

今のお話に関係して、資料３－２の 46ページと 47ページで運転士不足への対応と自動運転の

取組の推進が並んでいるところで、47 ページの自動運転に関して、ページの下のほうの（２）番の

施策というところの本文のところで、「自動運転技術は運転士の負担軽減にも」という記載があり

ますが、運転士不足への対応と自動運転の取組の推進と、どちらのページにどう書けばというと

ころはあるのですけれども、今おっしゃっていただいたような形の運転士の方々の負担軽減とか

働き方の改善とか、そういうところもどちらかの目標の欄に書いていただくというのがいいのでは

ないかなと思いました。 

 

【久保田会長】 

ありがとうございます。レベル３になっただけでもかなりよくなるかもしれませんね。それもご検

討をよろしくお願いします。 

そのほかにありますか。大体よろしいでしょうか。 

そうしましたら、非常に今日もご意見をいっぱい頂きましたので、修正いただいた上で次へ進ん

でいくということにしたいと思います。 

 

（（２）鎌倉市意見公募手続条例に基づく意見公募手続（パブリックコメント）の実施について） 

【久保田会長】 

議題の２番目、鎌倉市意見公募手続条例に基づく意見公募手続、要するにパブコメの実施に

ついてということです。事務局説明をお願いします。 

 

【事務局（小川課長補佐）】 

議題の（２）番、「鎌倉市意見公募手続条例に基づく意見公募手続（パブリックコメント）の実施に

ついて」、本日は特段資料は用意しておりませんので、口頭で説明させていただきます。 

現在策定作業を行っております鎌倉市地域公共交通計画につきましては、本日お示ししており

ます素案の概要版と全体版について少し整えた上で、12月 25日から令和８年１月 23日までパブ

リックコメントを実施するということで予定をしております。閲覧は、鎌倉市役所のロビー、市役所
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都市計画課、市内４か所の支所、鎌倉生涯学習センター、図書館で行うとともに、市のホームペ

ージでも公開して意見を募集します。 

意見募集の方法は、意見書を直接回収箱に回収するほか、郵便、ファクス、電子メールで都市

計画課へ送付することで対応することとしてございます。パブリックコメントで頂いたご意見につき

ましては、市の考え方などを示した上でホームページで公開します。 

パブリックコメントと並行して、市役所内の各課に対しても意見照会を行う予定としております。

パブリックコメントで頂いた意見については、意見を整理して、改めて素案の全体版、それから 

概要版を整えた上で、令和８年３月上旬頃になりますが、再度協議会を開催いたしまして会員の

皆様に内容をご確認いただいた後、諸決裁を受けまして鎌倉市地域公共交通計画として固めて

いきたいと考えてございます。 

それと、並行して進めております鎌倉市交通マスタープランの改定につきましては、12 月 16 日

に予定しております鎌倉市交通計画検討委員会におきまして同様に改定版の素案をお示ししまし

て、その後、本件と同時期にパブリックコメントを実施するというスケジュールを考えております。

鎌倉市交通マスタープランとの表現のすり合わせも想定されますので、あわせて修正が生じるこ

とを想定しておりますので、その点、ご承知おきいただきますようよろしくお願いいたします。 

以上でございます。 

 

【久保田会長】 

そうすると、12 月 25 日からということで結構迫っているのですけれども、今日は大分ご意見を

頂きましたので修正した上でパブコメにかけるということになります。かなり時間が厳しいので、も

しお許しいただければ、修正内容を私のほうで確認させていただいて、それをパブコメにかけると

いうことでよろしいでしょうか。 

ありがとうございます。では、そのように進めさせていただきたいと思います。 

 

３．その他 

【久保田会長】 

では、２つ協議事項が終わりまして、今度「その他」なのですけれども、何か皆様から関連のご

発言はありますか。 

 

【橋山会員】 

神奈川中央交通の橋山でございます。 

弊社は今般運賃改定の申請をさせていただきましたのでご報告をさせていただきます。今般国

土交通省の関東運輸局に運賃の変更届を出させていただいたところでございます。運賃改定日

に関しましては 2026年の４月４日（土曜日）を予定してございます。弊社、鎌倉市さん、市内を走っ

ている路線に関しましては対キロ区間制といたしまして、運賃が区間ごとに上がっていくというとこ

ろでございますが、今回こちらの初乗り運賃が 210円のところを 230円に運賃改定をさせていただ
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きたいものでございます。 

運賃改定の主な申請理由は、まさに今回の交通計画にも書いてございました少子高齢化や新

たな生活様式の定着による移動需要の減少、そして、2024 年問題対応も含めた乗務員確保が必

須でございますので、さらなる待遇改善による採用強化、そして、安全対策機器の導入や車両代

替などの設備投資も踏まえた中で運賃改定をさせていただきます。また、各区間の運賃につきま

しては準備が整い次第ホームページに公表させていただきますということをご報告させていただき

ます。 

あわせてもう１点、この中にもございました自動運転に関するものでございます。弊社は平塚駅

の南口で今まで２年間実証実験を続けてございまして、今年も 12 月 16 日～26 日、そして来年１

月４日～21 日に平塚の南口のところで自動運転の実証実験を実施してございます。そして、車両

に関しましては全国初めての、いすゞ製ではございますが、EV の自動運転バスを用いた実証実

験となります。そして、今までは白ナンバーだったのですが、今回は緑ナンバーを取り、お客様か

らの運賃収受を見据えたものを実施いたします。そして、夜間運行や AI を活用したドア開閉の自

動化等もしてございまして、営業運行に係るサービス全体の高度化に向けた検証をするものでご

ざいます。12月１日から平塚市のホームページで申込みできているところでございますので、日に

よっては入らない日もございますが、もし自動運転等にご興味がございましたら、平塚市のホーム

ページから弊社の自動運転にも実際にお乗りいただいてどういうものかもご確認いただくと非常に

よろしいかと思います。 

最後に、さっきの自動運転のお話の中で、弊社も、まず平塚の南口の路線に自動運転を全路

線に進められたら、そこで浮いた乗務員に関しては今度は平塚の北口の路線にという形で、一気

に自動運転は進むものではございませんので、一部一部で進めながら、そこを自動運転、そして

そこの浮いたリソースに関してはほかの路線で充填していくという形が恐らく本来の姿だと思って

ございますので、このような形で、先ほど一助になればという形の書き方は非常にありがたいとこ

ろではございますので、段階的に進んでいくものと私たちは認識しているところでございます。 

 

【事務局（小川課長補佐）】 

本日はご協議ありがとうございました。 

事務局から３点ほどご連絡がございます。次回の当協議会でございますが、おおむね令和８年

２月末～３月初旬頃を見込んでおります。会員の皆様におかれましては、日程が決まり次第改め

て事務局からお知らせをご案内させていただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

本日の資料は、先ほど会長からございましたように、修正箇所につきましては、会長にご確認

いただいた後にパブリックコメントにかけたり、市のホームページで公開ということになりますので、

ご承知おきいただければと思います。 

議事録につきましては、会員の皆様にご確認いただいて、それを公開するということで考えてご

ざいますのでよろしくお願いします。 

謝礼をお支払いしている会員の方におかれましては、机の上に請求書と記入例を置かせてい
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ただいておりますので、必要事項を記入いただきまして、事務局職員までご提出をお願いします。 

 

４．閉会 

【久保田会長】 

今日も非常に多くのご議論を頂きまして私自身大変勉強させていただきました。ありがとうござ

いました。では、以上で終了させていただきます。ありがとうございました。 




